
 
≪障害児通所支援等のサービスについて≫ 

児童発達支援 

主に障がいのある未就学児を対象として、日常生活の基本的動作の指導や、知

識や技能の付与等の療育的支援を行います。 

 

放課後等デイサービス 

障がいのある就学児を対象として、学校の授業終了後や休業日に生活能力の向

上のために必要な訓練、社会との交流の促進など、本人の希望を踏まえた療育的

支援を行います。 

 

保育所等訪問支援 

障がいのある児童が通う保育所等を訪問し、本人以外の児童との集団生活への

適応のため、本人や保育所等の職員に対し専門的な支援等を行うサービスです。 

 

日中一時支援事業 

 障がいのある方に対し、日中において介護者が不在時の一時的に見守り等の支

援を行います。保護者の育児における一時的な休息（レスパイト）という家族支

援も併せて担っています。 

 

障害児相談支援事業所【費用負担なし】 

障害児通所支援を利用するにあたり、児童の心身の状況や環境、本人及び保護

者の意向を踏まえ、事業者等との連絡調整を行い障害児支援利用計画の作成を行

います。 

また、利用しているサービスについて、その内容が適切かどうか一定期間ごと

にサービスの利用状況の検証を行い、障害児支援利用計画の見直しを行います。 

 

障がい者相談支援センター【費用負担なし】 

市内在住の方の障がいに関するお困りごとの相談を受け付けております。来所

できない場合でも、電話・メール等でも受け付けておりますので、気軽にご相談

ください。 

なお、お住まいの地区ごとにセンターがありますのでＰ.42 を参照ください。 






